
三陸復興国立公園「浄土ヶ浜」

４ その他

（２）立地適正化計画策定の検討状況について

① これまでの取り組みと今後の予定について

② 踏まえるべき宮古市の特性と現状・課題（人口のみ抜粋）

③ 立地適正化に係る基本方針

（まちづくり方針、課題解決のための誘導方針、目指すべき都市の骨格構造）

④ 防災指針の取組み方針
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① これまでの取り組みと今後の予定について
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R5.2.9 第3回 協議会

R4.7.8 講演会 ： 101名参加
R4.7.8 事前会議 協議会・有識者会

R4.7.20～31 説明会 ： 51名参加

R4.8.24 第1回 協議会

R4.9.15～21,27 第1回 庁内検討委員会

R5.5.9～19 市民アンケート

R5.6.28 第3回 有識者会

R4.10.13 第1回 有識者会

R5.8.3 第4回 協議会

R5.8.7～31 パネル展 (2会場)

R5.9.1 まちづくりだより (全戸配布)

R4.10.27 第2回 協議会

市民交流センター うみマチひろば

講演会 事前会議

R5.1.20 第2回 有識者会 R5.9.7～25 第2回 庁内検討委員会

R5.10.4 第５回 協議会

R4.6.30 令和4年度 第１回 都市計画審議会

計画策定の進め方について

R５.２.９ 令和4年度 第３回 都市計画審議会

現状・課題のとりまとめ状況について

R5.1１.１ 第４回 有識者会

R５.１１.１ 令和５年度 第１回 都市計画審議会

立地適正化に係る基本方針について

R5.1１～１２ パネル展

R６.1.18 第６回 協議会

R６.２.７ 第５回 有識者会

R６.２ 令和５年度 第○回 都市計画審議会

R６.２ 市民説明会

R６.２～３ パブリックコメント

R６.３ 第７回 協議会

R６.３ 第６回 有識者会

R６.３ 令和5年度 第○回 都市計画審議会

R６.３ 立地適正化計画の決定・公表



② 踏まえるべき宮古市の特性と現状・課題（人口のみ抜粋）
■ 合併の歴史

江戸前期 ・・・・・・・・・・・・

江戸後期・明治・大正 ・・

昭和30年頃 ・・・・・・・・・

昭和60年頃 ・・・・・・・・・

平成20年頃 ・・・・・・・・・

まちの変遷図（市街地）

旧市役所

【図】市町村合併の変遷
江戸時代の代官所管轄
・丸数字（青色の点線）の範囲が代官所の管轄範囲
①宮古通代官所 ②上田通代官所 ③大槌通代官所

①宮古通代官所

③大槌通代官所

②上田通代官所

■ まちの成り立ち
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■ 災害（防災）の歴史

広域合併のまちとして、合併の歴史を踏まえて検討します

森・川・海の豊かな自然にはぐくまれた、まちの成り立ちを踏まえて検討します

東日本大震災津波：宮古地区アイオン台風の浸水状況：黒田町

災害のたびに力強く復興してきた、災害（防災）の歴史を踏まえて検討します

宮古駅

旧市役所

江戸後期

昭和15年：都計図

江戸時代（1797年）には
46の村を３つの代官所
が管轄（青点線・青数字）

↓
明治の合併により
15町村（赤線・赤数字）

↓
昭和の合併により
4市町村 （4色の着色）

↓
平成の合併により
現在に至る

■ 現状・課題（人口のみ抜粋）

① 高校卒業時に進学等で

人口が流出

② 大学卒業時に就職等で

人口が流入

③ 子育て世代も人口が流出

①の人口流出に対し

②の人口流入が少なく

若者の流出が多い

③の人口流出が継続し

若者が定住出来ていない

↓

若者の転出超過

① 高校卒業時

② 大学卒業時

③ 子育て世代

≪若者の進学・就職による転出超過≫

≪高齢者人口に対する生産年齢人口の割合の低下≫

20年後には、1人の高齢者を1人の若者で支える人口割合

若者の転出超過は、賑わいや地域経済の衰退につながるだけでなく

高齢者を支えることが難しくなる恐れがあります

持続可能なまちの実現のためには、若者の転出を緩和する必要があります 3



立地適正化に係る基本方針

③ 立地適正化に係る基本方針：まちづくり方針と課題解決のための誘導方針

「森・川・海」とひとが調和し共生する安らぎのまち

目指すべき将来像（総合計画）

○中心拠点の賑わいと活力ある産業を育む都市づくり

○子供から高齢者まで、安全・安心で快適に住み続けられる都市づくり

○「森・川・海」との共生と、地域資源を活かした魅力ある都市づくり

○地域の元気を支える連携・交流さかんな都市づくり

○市民参画と協働によるまちづくり

まちづくりの目標（都市計画マスタープラン）

地域資源を活かした魅力ある拠点づくりと

若者に選ばれ・若者が活躍できるまちづくり

まちづくり方針（立地適正化計画のターゲット）

方針1

中心市街地の拠点としての機能強化による活気のある都市づくり

方針2

地域特性を活かした拠点の機能強化による魅力ある地域づくり

方針3

公共交通を利用しやすいまちづくりと各地域における交通手段の確保

方針4

どんな災害でも人命を守り、

迅速な復旧・復興を可能とする安全・安心なまちづくり

方針5

若者や子育て世代が安心して快適に住み続けられるまちづくり

課題解決のための誘導方針（立地適正化計画のストーリー）

エネル
ギー

防災 ・・・
公共
交通

各分野の計画における方針・目標

目
指
す
べ
き
都
市
の
骨
格
構
造

（次
ペ
ー
ジ
）

○若年層の働く場と安定した収入の確保が必要とされています

○若年層の学びの場が必要とされています

○まちなかのにぎわいと交流の場が必要とされています

○日常的な買い物などの生活利便性の確保が必要とされています

課題３

利便性の高い公共交通

の確保と地域間の連携

を強化する公共交通

ネットワークの形成

課題１

中心市街地の利便性と

求心力の向上によるに

ぎわいと活力の創出

課題２

地域資源の活用と利便

性の確保による地域活

力の向上と暮らしやす

さの維持

課題４

市民の命を守り、速やか

に回復するしなやかさを

もった安全・安心な地域

社会の構築

課題５

若者や子育て世代を含

む生産年齢人口に対す

る定住促進による地域

経済の発展と必要な生

活サービスの確保

市民意向（アンケート）

現状・課題

解決すべき課題

中心市街地

各地域

公共交通

防災

若者

分
野 課 題 （Ⅰ市全体、Ⅱ中心部、Ⅲその他地域）

人
口

Ⅰ人口減少・少子高齢化がさらに進行することが懸念されます

Ⅰ人口減少・少子高齢化の進行により人口密度が低下していくこ
とでにぎわいや活力が失われることが懸念されます

Ⅰ若い世代の転出超過により生産年齢人口がさらに減少していく
ことで地域経済が衰退することが懸念されます

Ⅰ高齢者人口に対する生産年齢人口の比率が低下することで、働
く世代の負担が増大し、高齢者を支えることが難しくなるおそ
れがあります

土
地

利
用

Ⅱ管理不全な空き家や低未利用地の増加による都市のスポンジ化
の進行が懸念されます

都
市
施
設

Ⅰ広域的なネットワークの整備に伴う通過交通の増加やストロー
現象の進行により経済が衰退することが懸念されます

Ⅱ中心市街地が歩きにくいことからにぎわいの低下が懸念されま
す

Ⅱ公園空白地があることで中心市街地の生活の豊かさを感じにく
いことが懸念されます

都
市
交
通

Ⅰ過度に自動車に依存していることから、公共交通の利用者の減
少及びサービス水準の低下、維持が困難になる恐れがあります

Ⅰ公共交通空白地があることで将来的に移動手段が確保できなく
なる人が増えることが懸念されます

Ⅰ公共交通を維持するために、財政負担が増加することが懸念さ
れます

Ⅱ道路環境が歩行者や自転車に配慮されておらず、徒歩や自転車
での移動が促進されず、中心市街地の回遊につながらないこと
が懸念されます

Ⅲ公共交通の利便性が悪い地区は、利用者の減少につながるとい
う悪循環に陥ることが懸念されます

Ⅲ地区の中心部が主要な公共交通から外れている地区は、拠点性
が低下することが懸念されます

都
市
機
能

Ⅰ必要な生活サービスを受けるために車や公共交通で移動する必
要があります

Ⅰ基幹病院が郊外に立地しているため、中心市街地との交通ネッ
トワークの強化が必要です

Ⅱ人口密度が低下することで必要な都市機能が失われることが懸
念されます

Ⅱ中心市街地にあるべき都市機能を集積することが必要です

財
政
・
地
価

Ⅰ地価の下落や人口減による一般財源の減少が見込まれ、公共
サービスの維持が難しくなることが懸念されます

Ⅱ中心市街地の地価が高いなかで、空き地や空き建物の利活用を
進める方策が必要です

経
済
活
動

Ⅰ高齢化や担い手不足による生産年齢人口の減少と労働生産性が
低いことにより、産業の維持が困難となることが懸念されます

Ⅰ若い世代が求める職業・職種が少ないことで市外への転出増加
と転入減が懸念されます

Ⅰ観光客数が宿泊に結びついておらず、域外所得の獲得につな
がっていないことから観光業の衰退が懸念されます

Ⅱ中心市街地の集客施設の減少により、魅力やにぎわいが失われ
ることが懸念されます

災
害
リ
ス
ク

Ⅰどんな災害にも人命を失うことがないよう計画的な避難対策が
必要です

Ⅰ災害にあっても迅速な復旧・復興を可能とする土地利用を推進
する必要があります

Ⅰ発生頻度が高く被災想定の大きい災害からまちを守る施設の早
期整備が必要です

脱
炭
素

Ⅰ主たる交通手段がエネルギー効率の悪い自動車に依存している
ことからCO2排出量の削減につながらないことが懸念されます
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目指すべき都市の骨格構造のイメージ

③ 立地適正化に係る基本方針：目指すべき都市の骨格構造

都市機能誘導区域

居住誘導区域
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④ 防災指針の取組み方針
■ 基本的な考え方

基本的な考え方

【人命を守る】

想定以上の災害が発生することを想定し、どんな時でも避難することで人命を確実に守る

【壊滅的な被害を避ける】

L2（発生頻度は極めて低いものの甚大な被害をもたらす災害）に対しては、まち全体が壊滅

的な被害を受けないことを目指す

【街を守る】

L1（発生頻度が高い災害）に対しては、防潮堤などの整備により街を守る

浸水深2ｍ
ライン

STEP１ L2津波、現状堤防、破堤あり、沈下あり

STEP２ L2津波、計画堤防、破堤なし、沈下なし

STEP４ L１津波、現状堤防、破堤なし、沈下なし

誘導区域設定の判定フロー

STEP１ 人命を守る

⇒ L2の浸水シミュレーションで浸水する区域から避難が可能であること

STEP２ 壊滅的な被害を避ける：多くの機能や建物を失わない

⇒ 津波：L2（堤防等整備済、破堤無、沈下無）の浸水が2m以下であること

洪水：L2の家屋倒壊等氾濫区域からはずれていること

STEP３ 街を守る

⇒ L1対応の堤防等が整備済であること （未整備の場合はSTEP４へ）

STEP４ 多くの財産を失わない：ハード対策（L1対応の堤防等）が完了するまでの間

⇒ L1（現状堤防、破堤無）の浸水が1ｍ未満であること

■ 誘導区域設定の判定フロー：水害（津波、洪水）

※ 上記フローに該当しない場合は、誘導区域に設定しないことを原則とします

ただし、災害の発生頻度や本計画の計画期間、まちの成り立ちなどを考慮しながら、誘導区域に設定し

ないことが適切でない区域については、土地利用規制等の対策を講じた上で誘導区域に設定します

■ 誘導区域の判定：津波の場合

浸水区域から
避難可能

築地、藤原、磯鶏
に2ｍを超える浸
水区域あり

浸水シミュレーション確認作業中
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